
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 ７月 ６日 第４号 

南城市立玉城小学校 保健室 

 

本格的な夏が始まり、暑い日が続いています。沖縄県でも熱中症警戒アラートが発表される日もあ

り、熱中症の危険度も高まっています。こまめな水分補給や休憩を行い、予防しながら過ごしましょう。 

夏は、暑さで食欲が落ちてしまったり、ついつい冷たいものばかり食べてしまったりして夏バテしや

すくなります。自分の体調管理もしっかり行いましょう。 

○ 夏を元気にすごそう   〇病気の治療をしよう   

４～５個
こ

の人
ひと

 

夏
な つ

バテになる生活
せ い か つ

習慣
しゅうかん

で

す。規則正
き そ く た だ

しい生活
せ い か つ

を送
お く

っ

て、今
い ま

の生
せ い

活
か つ

から抜
ぬ

け出
だ

し

ましょう。 

１～３個
こ

の人
ひと

 

このまま今
い ま

の生活
せ い か つ

を続
つ づ

けて

いると、夏
な つ

バテになってし

まいます。よい生活
せ い か つ

習慣
しゅうかん

を

身
み

につけましょう。 

０個
こ

の人
ひと

 

夏
な つ

バテの心配
し ん ぱ い

はありませ

ん。今
い ま

の生活
せ い か つ

を続
つ づ

けて、暑
あ つ

い夏
な つ

をのりこえていきまし

ょう！！ 

 夏
なつ

バテしやすい

生活
せいかつ

を送
おく

っていな

いか、チェックし

てみましょう。 

 

いくつあてはまったか

な？〇がついた数
かず

を数
かぞ

え

て、下
した

の結
けっ

果
か

を見
み

てね！ 

水分補給のため水とうを忘れずに！！ 

       熱中症や脱水症状の予防のために、登校するときには、必ず水とうの持参をお願いします。 

子供たちは活動する中でたくさんの汗をかきますので、できるだけ大きめの水とうをお願い 

します。 

      

          

外
そ と

でも室内
し つ な い

でも気
き

をつけよう！ 

「のどがかわいた」と感
かん

じる水
すい

分
ぶん

不
ぶ

足
そく

のサイン。これって、実
じつ

は脱
だっ

水
すい

が

始
はじ

まる前
ぜん

兆
ちょう

なのです。気
き

づかなかったり無視
む し

してしまうと熱中症
ねっちゅうしょう

に

なる可能性
かのうせい

もあります。 

できればこのサインが出
で

る前
まえ

に水
すい

分
ぶん

をとるほうが体
からだ

にはいいのです。 

水分をたくさんとったほうがいいタイミング 

 
マスクをつけている

ときは特に注意！ 

水分
すいぶん

補給
ほきゅう

のベストタイミングとは？ 



発症 
０日目 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例)5/8 ５/９ ５/１０ ５/１１ ５/１２ ５/１３ ５/１４ ５/１５ ５/１６ 

         

         

 

症状軽快 

１日目 

 発症日 
登校可 

（出席停止解除） 

症状軽快 

1日目 

 発症日 出席停止期間（５日間） 
登校可 

（出席停止解除） 

 ５日目でも症状がある 

出席停止期間 

症状軽快 

症状軽快 

 

 

 

 

 

 

 

 対象の感染症 出席停止期間の基準 

第
一
種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ

出血熱、ペスト、南米出血熱、マ

ールブルグ病、ラッサ熱、急性灰

白髄炎（ポリオ）、ジフテリア、

天然痘（痘そう）、重症急性呼吸

器症候群、鳥インフルエンザ、中

東呼吸器症候群 

治癒するまで 

第
二
種 

インフルエンザ 
発症した後５日を経過し、かつ解熱した後 2 日を

経過するまで 

百日咳 
特有の席が消失するまで、または 5 日間の適正な

抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

麻しん 解熱した後 3 日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発言した後

５日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで 

風しん 発しんが消失するまで 

水痘 すべての発しんが痂皮化するまで 

咽頭結膜熱 主要症状が消失した後 2日を経過するまで 

★新型コロナウイルス感染症 
発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後

1日を経過するまで 

結核 病状により学校医その他の医師において感染の

おそれがないと認めるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 

第
三
種 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性

大腸菌感染症、腸チフス、パラチ

フス、流行性角結膜炎、急性出血

性結膜炎、その他の感染症(※1) 

病状により学校医その他の医師において感染の

おそれがないと認めるまで 

 

※１その他の感染症とは、学校で流行が起こった場合、その流行を防ぐため、必要であれば 

校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として措置できる疾患 

  （溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発症 
０日目 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

例)5/8 ５/９ ５/１０ ５/１１ ５/１２ ５/１３ ５/１４ ５/１５ ５/１６ 

         

 

 
検体 
採取日 

出席停止期間（５日間） 登校可 
（出席停止解除） 

※新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童に対しての出席停止期間は『発症した後５日

を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで』を基準とします。出席停止期間は、自宅で

ゆっくり休養をしましょう。 

出席停止期間（５日間） 

新型コロナウイルス感染症と診断されたとき（症状のある場合） 
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状（咳、鼻水、咽頭痛等） 
が改善傾向にあること 

新型コロナウイルス感染症と診断されたとき（無症状の場合） 
※無症状の感染者：検体採取日を発症日(０日)として、5 日間経過するまで 

〇出席停止解除後、発症から１０日を経過するまでは、児童に対してマスクの着用をお願いします。 

〇出席停止解除後、発症から１０日を経過するまでは、児童に対してマスクの着用をお願いします。 

５月８日より、新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法施行規則第 18 条の学校にお

いて流行を広げる可能性が高い感染症である第二種の感染症に追加されました。濃厚接触

者等の扱いもなく、従来の学校感染症同様の扱いとなりますのでご確認をお願いします。 

学校感染症一覧（2023 年改正） 

新型コロナウイルス感染症に罹患し、出席停止解除後、登校するときは『新型コロナ

ウイルス感染症出席停止解除届』を記入し提出してください。 

※『新型コロナウイルス感染症出席停止解除届』は学校 HPに載せてありますので、 

ダウンロードしてお使いください。 

 出席停止期間中症状なし 


